
公益社団法人 日本技術士会 登録 

食品技術士センター規約 （令和７（２０２５）年５月 17日総会で承認） 

 

（目的） 

第１条 食品技術士センター（以下、「当センター」という）は、食品産業に関係する公益社団法人日本技

術士会正会員、準会員及び専門家で構成され、技術士の認知度拡大、食品関連の技術情報収集及

び業務紹介を行い、もって食品産業の技術向上に寄与することを目的とする。 

 

（会員） 

第２条 当センターの会員は、公益社団法人日本技術士会の正会員または準会員で、当センターの会

員１名以上の推薦があり、入会申込書を提出し、理事会で入会を承認し所定の入会金と年会費を納

めたものをいう。ただし、必要ある場合には、技術士以外の食品産業に関わる専門家を会員に加える

ことができる。 

２ 前項の技術士以外の専門家の人数は、会員の３０％未満とする。 

３ 会員が正当な理由なくして年会費を２年以上滞納した場合は、会員の資格を失うものとし、会長名で

本人に通知する。退会しようとする者は、会長に退会届を提出する。 

４ ３月３１日時点で満７７歳となった会員を次年度よりシニア会員とする。 

５ 本センターに対する貢献が顕著である者を名誉会員とし、総会で承認する。名誉会員は第 11条に定

める年会費及び講演会費の支払いを免除することができる。 

 

（会員の休会） 

第３条 会員は、海外勤務、病気、その他の理由により、１年以上例会に出席できない場合は、会長に

対し休会届を提出する。復会の際は復会届を提出する。 

２ 休会の年限を６年とし、休会中の年数は在籍年数に算入しない。休会者は、届出のあった年度の年

会費を免除する。ただし、例会に参加する場合は非会員扱いとする。 

 

（役員） 

第４条 当センターの役員は理事１６名以内、監事２名とし、会員からの選出によって、２年毎にその半

数を改選し、理事の互選により会長１名、副会長数名を選任する。会計理事を事務局代表者とする。

理事は監事を兼務することができない。 

２ 役員の任期は、４年とし、連続２期までとする。ただし、退任後２年間経過した選挙での再任を妨げな

い。 

３ 会長は当センターを統括し、代表する。副会長は会長を補佐し、会長に支障のあるときは会長業務を

代行する。理事は理事会を構成し、会長・副会長の統括の下に当センターの運営に当る。監事は会

計及び事業監査の任に当る。 

４ 会長は日本技術士会正会員とする。 

 

（役員の選挙） 



第５条 会員は、等しく役員選挙の選挙権を有する。被選挙権については、第４条第２項の規定により役

員に就任できない者を除き、会員は等しく権利を有する。ただし、休会者は選挙権及び被選挙権を有

しない。シニア会員は被選挙権保持届の提出があった場合を除き」、被選挙人名簿には掲載しない。 

２ 役員改選年には、理事会に選挙管理委員会を設置し、選挙事務を執行する。 

３ （１） 被選挙権者は役員候補者として立候補することができ、選挙管理委員会に立候補届を提出す

る。 

  （２） 会員は役員候補者を推薦することができ、本人の同意を得て選挙管理委員会に推薦届を提出

する。 

  （３） 理事会は役員候補者を推薦することができ、選挙管理委員会に推薦届を提出する。 

４ 理事の選挙は、会員の直接選挙により、被選挙人の中から８名以内連記で行う。理事の当選者は得

票数が第８位までとし、第８位が複数である場合は、当センターの会員歴が長い者を当選とする。 

５ 理事に欠員が生じた場合、次点者以下の補欠当選者を繰り上げ当選とすることができる。得票が同

票である場合、当センター会員歴が長い者を上位とするとする。 

６ 監事の選挙は理事の選挙と同時に行い、理事に当選した者を除いた最上位者を当選とする。得票数

が同数の場合は当センターの会員歴が長い者を当選とする。 

７ 監事に欠員が生じた場合、次点者以下の補欠当選者を繰り上げ当選とすることができる得票が同票

である場合、当センター会員歴が長い者を上位とする。 

 

（総会） 

第６条 総会は、当センターの最高の決定機関であり、事業報告及び決算報告、事業計画及び予算計

画、並びに規約改正は総会においてこれを議決する。総会は出席会員（電磁的な出席を含む）、書面

（電磁的な書面を含む）による議決の意思表示をした会員及び委任状を提出した会員の合計が、会

員総数（休会者を除く）の過半数によって成立し、議決は出席者と書面による賛成数及び委任状数の

過半数によって行う。休会者は議決権を有しない。 

２．会長は、次の場合総会を招集する。 

  (１) 毎年５月に定時総会を招集する。 

  (２) 会長が必要と認めたとき、あるいは会員（休会者を除く）の１/４以上が開催を要求したときは臨

時総会を開催する。 

３ 総会の開催は、２週間以上前に議題を示して通知する。 

 

（理事会） 

第７条 理事会は、会長の招集により随時開催し、本規約および総会で議決された運営方針に従って会

を運営する。理事会は理事の過半数の出席（電磁的な出席を含む）によって成立し、議決は出席理事

の過半数によって行う。 

 

（例会） 

第８条 例会は、原則として毎月開催する。理事会は会の活動状況を毎例会に報告する。 

 

（ワーキンググループ及びチーム） 



第９条 当センターは、会の業務を遂行するため、必要なワーキンググループを設けることができる。ワ

ーキンググループの長は理事が担当し、メンバーは、参加の意思ある会員から会長が理事会に諮っ

て委嘱する。 

２ 会員は、目的別・課題別の任意のチーム（又は研究会、サークル等）を設けることができる。ただし、

活動状況は定期的に理事会に報告する。 

 

（事業年度） 

第１０条 当センターの事業年度は４月１日より翌年３月３１日までとする。 

 

（入会金、年会費及び講演会費） 

第１１条 会員の入会金は１万円、年会費は８千円とする。講演会費は出席者から徴収する。 

 

（事業） 

第１２条 当センターが紹介した業務は、会員個人又は複数の会員で実施することを原則とする。 

２ 当センターの活動に関連して事業収入を得たときは、収入から必要経費を除いた額に３％を乗じた

額を事務手数料として当センターに納入するものとする。ただし、日本技術士会に同会所定の管理手

数料を納入した場合はこれを免除する。 

 

（規約等の改正） 

第１３条 本規約の改正は、総会の議決による。附則の改定は，理事会の決定による。 

 

（事務局所在地） 

第１４条 当センターの事務局所在地は、事務局代表者の居住地（附則参照）とする。 

 

（施行期日） 

第 15条 本規約は令和７（２０２５）年５月１７日から施行する。 

 

 

（改正履歴） 

  昭和４５（１９７０）年１０月１日   制定 

  昭和５０（１９７５）年１０月１日   改正 

  昭和５１（１９７６）年６月１日    改正 

  昭和５４（１９７９）年１２月１日   改正 

  昭和６０（１９８５）年１０月１日   改正 

  昭和６２（１９８７）年１月１日    改正 

  平成７（１９９５）年４月１５日    改正 

  平成１１（１９９９）年４月２４日   改正 

  平成１３（２００１）年１２月１５日  改正 

  平成１４（２００２）年５月１８日   改正 



  平成１７（２００５）年１２月１７日  改正 

  平成１８（２００６）年８月１９日   改正 

  平成２１（２００９）年５月１６日   改正 

  平成２５（２０１３）年５月１８日   改正 

  平成２６（２０１４）年５月１７日   改正 

  平成２８（２０１６）年５月２１日   改正 

  平成２９（２０１７）年５月２０日   改正 

  令和 ３（２０２１）年５月１５日   改正 

  令和 ４（２０２２）年５月２１日   改正 

  令和 ６（２０２４）年５月１８日   改正 

  令和 ７（２０２５）年５月１７日   改正 


